
千葉県中小企業団体中央会 8

Chushokigyo-chiba

補 助 事 業 名 平成27年度連携組織活性化研究会

対 象 組 合 等

千葉市工業センター（協）
▼組合データ

理 事 長 飯村　明義 住　 所 千葉市花見川区千種町４９
設　 立 昭和 44 年 5 月 業　 種 鉄鋼業
組 合 員 25人

テ ー マ これからの組合事業の在り方について～執行部や組合事務局が担うべき役割とは～
担 当 部 署 千葉県中小企業団体中央会　工業連携支援部（℡ 043-306-2427）
専 門 家 中小企業診断士　清水　透

　

当
組
合
は
団
地
組
合
で
あ
る
。
製
造

業
者
が
、製
造
拠
点
を
集
団
で
取
得
し
、

広
い
土
地
で
騒
音
等
の
心
配
を
せ
ず
に

事
業
を
行
う
た
め
に
組
合
を
設
立
し

た
。

　

本
活
性
化
研
究
会
事
業
を
活
用
し
よ

う
と
し
た
背
景
に
は
、
設
立
後
約
50
年

を
経
て
、
当
初
の
組
合
の
存
在
意
義
を

見
直
す
必
要
が
生
じ
て
き
て
い
た
こ
と

が
あ
る
。
団
地
組
合
は
、
組
合
設
立
当

初
の
目
標
は
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
、

団
地
が
完
成
し
、自
社
の
工
場
を
建
て
、

共
同
受
電
事
業
を
始
め
る
な
ど
、
快
適

な
事
業
環
境
を
作
り
上
げ
た
段
階
で
目

標
は
ク
リ
ア
さ
れ
、
そ
の
後
は
、
維
持

管
理
を
地
道
に
行
う
こ
と
が
組
合
の
存

在
意
義
に
な
る
。
さ
ら
に
年
月
が
経
過

す
る
と
、
日
常
の
維
持
管
理
以
外
の
新

た
な
問
題
が
発
生
し
て
く
る
。そ
れ
は
、

組
合
員
の
代
替
わ
り
、
廃
業
、
事
業
譲

渡
、
移
転
な
ど
に
伴
う
、
持
分
の
移
動

の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
団
地

組
合
の
新
た
な
存
在
意
義
を
考
え
る
前

に
、
組
合
員
が
納
得
す
る
形
で
解
決
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ

る
が
、
土
地
の
所
有
権
、
組
合
員
資
格
、

過
去
の
持
分
移
動
と
の
公
平
性
、
な
ど

が
絡
ん
だ
難
し
い
問
題
に
な
る
。

　

持
分
の
問
題
は
、
自
己
資
本
で
あ
る

出
資
金
を
払
い
戻
す
こ
と
が
あ
る
と
い

う
点
で
、
会
社
と
異
な
る
組
合
特
有
の

問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
組
合
員
が

納
得
す
る
形
で
解
決
し
な
け
れ
ば
、
そ

の
後
の
「
新
存
在
意
義
の
構
築
」
は
困

難
な
も
の
に
な
る
。
本
事
業
活
用
の
目

的
の
中
心
は
、
組
合
員
が
納
得
す
る
持

分
の
移
動
方
法
を
探
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
以
下
は
持
分
移
動
の
一
般
論
を
筆

者
が
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
事
業
の
具
体
的
活
動
内
容
は
、
三

回
に
わ
た
る
組
合
員
の
研
究
会
で
の
協

議
で
あ
る
。
協
議
の
基
礎
と
な
る
知
識

を
共
有
す
る
た
め
、
中
協
法
及
び
定
款

例
の
持
分
に
関
す
る
規
定
を
学
ぶ
こ
と

か
ら
始
め
た
。
そ
の
後
、
い
く
つ
か
の

問
題
に
つ
い
て
協
議
し
た
が
、
本
稿
で

は
、
自
由
脱
退
・
法
定
脱
退
に
お
け
る
、

変
更
し
た
定
款
の
持
分
払
戻
規
定
の
適

用
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
仮
の

事
例
を
設
定
し
て
解
説
・
協
議
し
た
。

＊
仮
の
事
例

　

事
業
年
度
＝
４
月
〜
３
月
、
定
款
変

更
＝
当
年
五
月
末
の
通
常
総
会
で
決

議
、
変
更
内
容
＝
持
分
全
額
→
出
資
額

限
度
、
一
口
額
面
額
＝
一
万
円
、
一
口

時
価
＝
十
万
円
、
自
由
脱
退
予
告
期
間

＝
90
日

　

脱
退
者
の
持
分
計
算
に
関
す
る
中
協

法
の
規
定
は
、
第
20
条
二
項
「
脱
退
者

の
持
分
は
、
脱
退
し
た
事
業
年
度
の
終

に
お
け
る
組
合
財
産
に
よ
っ
て
定
め

る
」
と
な
っ
て
い
る
。「
組
合
財
産
」
の

評
価
は
、
時
価
評
価
（
最
高
裁
判
例
）
と

さ
れ
て
い
る
の
で
、
土
地
等
の
物
的
資

産
を
含
め
て
時
価
評
価
し
て
決
ま
る
。

持
分
計
算
は
時
価
だ
が
、
払
戻
を
そ
の

時
価
持
分
額
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
中
協
法
20

条
一
項
に
は
「
組
合
員
は
自
由
脱
退
又

は
法
定
脱
退
を
し
た
と
き
は
、
定
款
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
持
分
の

全
部
又
は
一
部
の
払
戻
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。」
と
あ
り
、
払
戻
額
は

定
款
規
定
で
制
限
で
き
る
。
こ
の
法
規

定
を
受
け
て
、
全
国
中
央
会
の
定
款
参

考
例
は
、
全
額
で
は
な
い
一
部
払
戻
の

ケ
ー
ス
と
し
て「
出
資
額
限
度
」と「
簿

価
財
産
限
度
」
を
提
示
し
て
い
る
。
事

背
景
と
目
的

事
業
の
活
動
内
容
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例
組
合
は
、「
全
額
払
戻
」規
定
か
ら「
出

資
額
限
度
」
へ
の
定
款
変
更
を
行
っ
た

と
い
う
設
定
に
し
た
。

　

右
の
よ
う
な
組
合
に
お
い
て
、
当
年

４
月
１
日
に
法
定
脱
退
し
た
者
と
自
由

脱
退
の
予
告
を
し
た
者
に
対
す
る
持
分

払
戻
規
定
の
適
用
は
、
通
常
次
の
Ａ
・

Ｂ
の
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。

Ａ 

脱
退
成
立
時
点
の
定
款
規
定
適
用

　

自
由
脱
退
の
予
告
と
法
定
脱
退
は
同

日
だ
が
、
自
由
脱
退
の
脱
退
成
立
時
点

は
翌
年
三
月
末
で
、
法
定
脱
退
の
脱
退

成
立
時
点
は
当
年
四
月
一
日
で
あ
る
。

脱
退
成
立
時
点
の
定
款
規
定
を
適
用
す

る
と
す
れ
ば
、
自
由
脱
退
者
に
は
定
款

変
更
後
の
『
出
資
額
限
度
＝
一
口
一
万

円
』
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
法
定
脱

退
者
に
は
定
款
変
更
前
の
『
持
分
全
額

＝
一
口
十
万
円
』
が
適
用
さ
れ
る
。

Ｂ 

法
定
脱
退
に
は
法
定
事
由
発
生
時

点
、
自
由
脱
退
は
脱
退
予
告
時
点
の
定

款
規
定
を
適
用

　

こ
の
方
法
だ
と
ど
ち
ら
の
ケ
ー
ス
も

『
持
分
全
額
＝
一
口
十
万
円
』
が
適
用

さ
れ
る
。
自
由
脱
退
予
告
が
当
年
四
月

一
日
、
法
定
脱
退
事
由
発
生
も
同
日
、

こ
の
日
の
定
款
規
定
は
『
持
分
全
額
』

だ
か
ら
、
両
者
と
も
に
全
額
払
戻
が
適

用
さ
れ
る
。

　

Ａ
Ｂ
の
ど
ち
ら
に
も
一
長
一
短
あ

る
。
Ａ
に
は
同
じ
日
に
意
思
表
示
し
た

の
に
払
戻
額
が
異
な
る
と
い
う
不
合
理

が
存
在
し
、
Ｂ
に
は
通
常
総
会
の
招
集

通
知
を
見
て
「
定
款
変
更
」
前
の
全
額

払
戻
を
狙
っ
た
脱
退
予
告
が
出
る
不
合

理
が
存
在
す
る
。
全
国
中
央
会
の
質
疑

応
答
集
は
Ａ
を
採
用
し
、
次
の
よ
う
に

解
説
し
て
い
る
。「
自
由
脱
退
の
場
合

も
法
定
脱
退
の
場
合
も
脱
退
成
立
時
点

の
定
款
規
定
を
適
用
す
る
の
が
よ
い
と

思
う
が
い
か
に
」
と
の
質
問
に
対
し 

「
貴
見
の
と
お
り
」
と
回
答
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

こ
の
回
答
は
、
脱
退
成
立
時
点
の
定

款
規
定
を
採
用
す
る
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
予
告
期
間
は
組
合
保

護
規
定
な
の
で
、
組
合
が
承
諾
す
れ
ば

短
縮
可
能
と
さ
れ
て
い
て
、
予
告
期
間

を
満
た
さ
な
い
自
由
脱
退
も
あ
り
う

る
。
組
合
の
承
諾
の
有
無
に
よ
っ
て
持

分
払
戻
規
定
の
適
用
が
一
口
＝
一
万
円

に
な
っ
た
り
十
万
円
に
な
っ
た
り
し
て

よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

Ｃ 

持
分
払
戻
金
額
算
定
時
点
の
定
款

規
定
を
適
用
す
る

　

Ａ
・
Ｂ
の
不
合
理
・
不
都
合
を
避
け

る
方
法
と
し
て
、
定
款
規
定
の
適
用
の

時
期
に
関
し
ル
ー
ル
を
決
め
て
お
く
の

も
一
つ
の
解
決
策
と
し
て
有
効
で
あ
ろ

う
。
例
え
ば
、
定
款
規
定
の
適
用
時
点

を
払
戻
額
算
定
時
点
の
定
款
規
定
と
す

る
方
法
が
あ
る
。
前
掲
の
中
協
法
20
条

二
項
に
は
「
脱
退
者
の
持
分
は
脱
退
し

た
年
度
末
の
財
産
額
に
よ
っ
て
定
め

る
」
と
書
い
て
あ
る
。
な
ら
ば
、
定
款

規
定
も
こ
の
時
の
規
定
を
適
用
す
る
よ

う
に
20
条
二
項
を
少
し
変
え
て
「
脱
退

者
の
持
分
の
払
戻
は
、
脱
退
し
た
事
業

年
度
の
終
に
お
け
る
組
合
財
産
及
び
定

款
規
定
に
基
づ
き
行
う
」
と
し
て
ル
ー

ル
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ル
ー
ル
に

よ
り
脱
退
者
の
持
分
算
定
時
点
と
定
款

規
定
の
適
用
時
点
が
一
致
し
て
分
か
り

や
す
く
な
る
。
脱
退
予
告
時
点
・
脱
退

成
立
時
点
に
加
え
、
第
三
の
方
法
と
し

て
「
持
分
算
定
時
点
」
の
定
款
規
定
適

用
を
ル
ー
ル
化
し
て
総
会
で
議
決
し
て

お
く
こ
と
で
不
都
合
・
不
合
理
を
あ
る

程
度
緩
和
で
き
る
。

　

本
活
性
化
研
究
会
事
業
の
成
果
と
し

て
は
、
組
合
員
の
間
で
持
分
に
関
す
る

理
解
が
深
ま
っ
た
こ
と
、
持
分
に
関
す

る
組
合
員
間
の
不
公
平
感
の
解
消
に
組

合
員
が
前
向
き
に
な
っ
た
こ
と
、
組
合

員
の
間
で
対
話
に
前
向
き
な
姿
勢
が
醸

成
さ
れ
た
こ
と
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

今
後
の
事
業
展
開
は
、
持
分
払
戻
に

関
す
る
未
解
決
の
問
題
、
例
え
ば
、
加

入
金
を
払
っ
て
加
入
し
た
組
合
員
に
対

し
て
出
資
額
限
度
へ
の
変
更
後
一
口

一
万
円
を
払
い
戻
せ
ば
よ
い
か
等
、
に

つ
い
て
さ
ら
な
る
検
討
を
継
続
す
る
こ

と
。
そ
し
て
、
展
望
は
、
新
た
な
組
合

の
存
在
意
義
を
構
築
し
て
、
組
合
員
の

団
結
力
を
高
め
、
当
団
地
組
合
の
価
値

を
高
め
る
こ
と
と
な
る
。（

清
水　

透
）

事
業
の
成
果

今
後
の
事
業
展
開
・
展
望

チャレンジ組合ちば
〜連携支援の現場から〜


